
 

添付１ 基本設計からの変更可否リスト  

No 区 分 項 目 可 否 経緯・理由 参  考  図 

１ 建築概要 庁 舎 棟 と 北

東側付属棟

との関係 

不可 各々の延床面積の最小

化を図っている観点から、

本庁舎北東に新設する付

属棟への機能の付け替え

による面積変更は不可とし

ます。 

 

 

２ 建築概要 建築面積の

変更 

可 １階に配置予定の部署

（市民課、保険課、長寿介

護課、子どもいきいき課、社

会福祉課、会計課、指定金

融機関、水道企画課、法務

局）は上層階への移動提案

を不可とします。（地下空間

の活用等により１階を２階

に置き換えた場合を除く） 

また、上層階の部署を 1

階に移動することは提案可

です。（例えば税務課など） 

オフィスレイアウト方針は

No20 を参照してください。 

 
 

本庁舎 

付属棟 

市民課・保険課・長寿介護課 

・子どもいきいき課・社会福祉課 

 

会計課・指定金融機関 

・水道企画課・法務局 
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No 区 分 項 目 可 否 経緯・理由 参  考  図 

３ 建築概要 延床面積の

縮減 

不可 各機能の精査や共有化

等による個別の面積縮減

（各階の面積変更）につい

ては提案可ですが、総延床

面積（10,480 ㎡）の縮減提

案は不可とします。 

 

４ 建築概要 階数の変更 可 地上４階以上の範囲で提

案可能とします。（但し、建

物高さ３１ｍまで） 

基本設計検討過程で４階

建ての検討（C 案）も行いま

したが、新庁舎西面と国道

との位置関係等から採用を

見送った経緯があります。 

 

＊）別添：ABC 検討案参照 

 

 

 

各階の面積変更は可 

総 延 床 面 積

（10,480 ㎡） 

の縮減は不可 
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No 区 分 項 目 可 否 経緯・理由 参  考  図 

５ 建築概要 最高軒高・高

さの変更 

階高の変更 

 

可 建物高は 31m までとしま

す。 

また、居室有効高は 

１階 3000mm 以上、 

２階以上 2700mm 以上、 

議場 3850mm 以上は確

保してください。 

 

 
６ 建築概要 構造種別の

変更 

可 構造種別の変更は可能

としますが、免震構造・クラ

イテリア等については順守

してください。 

 

 

 鉄筋コンクリート造（ＲＣ造） 鉄骨造（Ｓ造） 

施工実績 
庁舎施設、中低層建物で最も多く採用され、庁舎整備事

案における確実性が高い 
建物の規模にかかわらず、実績が多い 

適用スパン 最大スパンは１２m 程度 最大スパンは１８m 程度 

耐火性能 耐火性能あり、耐火被覆は必要なし 耐火性能なし、耐火被覆が必要 

施工性・品質 現場工数が多く、現場での品質管理が重要 工場製作における品質管理が重要 

耐久性 
高強度コンクリートや鉄筋のかぶり厚さの適切な確保

により、耐久性の確保が可能 

耐火被覆や防錆塗料の適切な管理により、耐久性の確

保が可能 

工期 標準 
現状、鉄骨・高力ボルトが品薄のため、調達時間を考慮

する必要がある 

コスト 

（建築費） 
１.００（基準） 

０.９０～１.００ 

（市況価格の変動の影響を受ける） 

評価 
スパン長制限によるプラン自由度が問題 

〇 

鉄骨材料の調達期間が問題 

〇 
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７ 建築概要 駐車場・駐輪

場の台数の

変更 

不可 駐車場・駐輪場の台数減

の提案は不可とします。但

し、駐車場の配置変更につ

いては No16 を参照してくだ

さい。 

 

駐輪場： 

４0 台以上 

 

駐車場： 

来庁者用 130 台以上 

（障がい者等用含む） 

公用車用 96 台以上 

 

  

８ 電気設備 

空調設備 

給 排 水 衛 生

設備 

電 気 設 備 、

空 調 設 備 、

給排水衛生

設備の変更 

可 要求水準書、基本設計

書（防災計画等）の基準を

満たし、ZEB Ready 認証が

可能の範囲で提案可能とし

ます。 

 

  

駐輪場 ４0 台 

来庁者駐車場 9５台 

来庁者駐車場 35 台 

公用車駐車場 96 台 
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９ 昇降機設備 昇降機設備

の変更 

可 要求水準書、基本設計

書の基準を満たしている範

囲で提案可能とします。 

・車いす対応２基 

・ｽﾄﾚｯﾁｬｰ対応 1 基 

 

また、人荷用エレベータ

ー 1 基は非常用電源対応

とし、停電時にも利用できる

仕様としてください。 

 

１０ 防 災 拠 点施

設 

３階セットバ

ックの変更 

可 セットバックした部分を一

時避難場所として有効活用

する計画としています。 

機能が確保できれば他

の方法、建物のフォルムで

の提案は可能です。 
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No 区 分 項 目 可 否 経緯・理由 参  考  図 

１１ 庁舎棟配置 新庁舎棟周

囲の構内道

路等の変更 

可 新庁舎棟周囲の構内道

路等を公用車や点検車両

が周回でき、搬出入やメン

テナンス等が容易な仕様と

してください。 

 

  

１２ 庁舎棟配置 バ ス の 乗 り

入れの変更 

可 国道沿いの路線バス停

留所を新庁舎敷地内に移

設する想定としています。  

バスの出入りが安全かつ

容易なものとなるよう留意し

てください。 

 

 

 

北側国道から入り、市役所入口前を通り、南側市道に抜けるルート         北側国道から入り、北側国道に抜けるルート 

 

  

バス停予定場所 
バス停予定場所 
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No 区 分 項 目 可 否 経緯・理由 参  考  図 

１３ 庁舎棟配置 国 道 か ら の

出 入 り の 変

更 

不可 国道からの出入り位置に

関する制限があります。南

西から出入りする提案は不

可とします。 

 

  

北側国道から入り、市役所入口前を通り、西側市道に抜けるルート  北側国道から入り、西側市道に抜けるルート 

１４ 庁舎棟配置 市道の変更 不可 市役所線・市役所東線の

改良に伴う工事予定範囲

は右図のとおりです。詳細

設計は令和3年度の実施を

予定しています。 
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１５ 庁舎棟配置 庁舎棟の建

築位置の変

更 

可 庁舎棟の建築可能エリア

は赤線の範囲とします。（既

存施設より１０ｍ隔離） 

 

 
１６ 駐車場配置 駐車場配置

の変更 

可 基本設計時、津波浸水

時の一時避難＆公用車避

難場所確保、雨天時の利

便性確保、多目的利用の

観点から、立体駐車場整備

を検討しました。庁舎棟と

多目的エリアの間（自走式

2 層 3 階約 100 台）、庁舎棟

と消防庁舎の間（付属棟機

能を兼ねて約 40 台）の２案

ですが、費用対効果等の観

点から見送っています。 

概算３．９億で公表した外

構工事のうち、本ＤＢに係る

部分を除いた外構費用は

２．５億円です。 
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１７ 広場配置 広場の変更 可 現状、市民会館、市民会

館と現庁舎廻りの回廊下ス

ペース、現庁舎北側ロータ

リーが市民イベント等（クリ

スマス、子供関係の祭りな

ど）で数多く利用されていま

すが、市民会館解体に伴

い、機能的な確保が難しく

なっています。 

  

１８ 平面計画 

コア配置 

居室配置 

コア配置、 

居室配置の

変更 

可 上下階の移動動線を複

数ゾーンで確保してくださ

い。 

 

窓口部署（基本設計の概

要 p5 を参照、市民環境部

除く）を低層階、議会エリア

を最上階、市民利用の多い

大会議室をできる限り低層

階に配置するようにしてくだ

さい。 
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１９ 平面計画 

廊下配置 

会議室・相談

室の配置 

廊下配置等

の変更 

会議室・相談

室の配置の

変更 

可 待合スペースが狭い現

状に鑑み、現庁舎の通路幅

2.4m の 1.5 倍程度（3.6m 前

後）、また受付階は開放性

も含めできる限り待合スペ

ースを広く確保する方針で

検討を行いました。 

延床面積を絞るため、３

階以上をセットバックした結

果、１階と２階以上の基本

パターンがずれる形となっ

た。（１階から中廊下の A

案、４階建ての C 案も検

討。別図参照） 

RC から S への変更は、１

階執務空間の検討過程で

スパンが長くなったため。 

 

＊）別添：ABC 検討案参照 

 

会議室・相談室について

は、基本設計図書の各室

諸元表を参考に必要面積

を確保することし、部屋数

や面積の変更は提案可とし

ます。 
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２０ 平面計画 

執務室配置 

執務エリアの

変更 

可 現在の偏狭な執務環境を改善する

ため机幅 1400mm×５列、バックヤード

スペース 6 人机を基本方針にレイアウ

トしています。 

執務室内に柱を配置した場合、東

西方向に執務エリアを伸ばす必要が

生じ、延床面積増に繋がることから、

南北の柱スパンを確保する形での現

行プランとなっています。使い勝手を

大きく棄損させない程度で、構造等と

の整合性を持たせるための調整を行

った提案は可能です。（その際、予定し

ている什器類の配置が可能となるよう

留意してください） 

一般的な執務室エリアは奥行き14m

程度を基準とし、各面積は基本設計図

書の各室諸元表を参考としてくださ

い。 

  

２１ 立面・外観 立面・外観デ

ザ イ ン 等 の

変更 

可 配置や平面、構造などの変更、ある

いは提案者の主体的なデザインキー

ワードの設定等に伴い、基本設計と大

きく異なる外観計画を提案することも

可能です。 

 

１４ｍ程度 
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否 
経緯・理由 参  考  図 

２２ 浸 水

対策 

免 震

構造 

浸 水

対策、

免 震

構 造

の 変

更 

可 津波浸水高（現地盤高より

+2.1m）の浸水対策について

は、基本設計では盛土と擁

壁・防水板等の併用による対

策を講じていますが、来庁者

の利便性やアクセス性に留

意しつつ、低層階の窓口エリ

アへの浸水を防ぎ、被災後

の円滑な業務継続を担保で

きる浸水対策であれば、自

由提案を可能とします。 

敷地外周で大きく嵩上げ

する場合については周辺景

観との調和の確保、また庁

舎棟のみで高低差を調整す

る場合は建物内の高低差処

理や庁舎外壁の周辺との調

和の確保が難しかったことか

ら、ピロティ案も検討したうえ

で、現状計画としています。 

受付階を２階とするピロテ

ィ案については、コスト増加と

受付階へのアクセス性確保

等に係る課題低減が難しか

ったことから見送っていま

す。 

免震構造としますが、基礎

免震からの変更に係るもの

については、VE 提案もしくは

付属項目として対話申込を

行ってください。 

 

 

  ａ案（基準） ｂ案 ｃ案 ｄ案 

津波対策 

方法 

一般的な耐震建物 
建物１階の床レベルを 

津波基準水位以上に引上げ 

建物１階の床レベル引上げ 

＋ 防潮堤の設置（高さ 1.0ｍ） 

建物１階部分をピロティ化 

（コア、エントランスに限定し設置） 

１FL＝GL+０.０ｍ １FL＝GL+２.１ｍ 
１FL=GL+１.１ｍ、防潮堤+１.０ｍ 

トータル２.１ｍ 

ピロティ FL＝GL+０.０ｍ 

1FL＝GL+５.０ｍ～+６.０ｍ 

模 式 図 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

浸 水 時 ○ 津波時の浸水対策なし 
○ 

○ 

防潮堤は不要 

被災時の対応が容易 

○ 

○ 

災害の程度に応じ適宜対応 

浸水深が１.０m 以上の時は出

入口部に可動防潮堤を設置 

○ 

○ 

ピロティ部は機能停止 

ピロティ階コア、エントランス部は防

潮堤で止水（出入口を別に確保） 

日 常 時 
○ 

○ 

案内、主な窓口は 1 階に配置 

敷地内に勾配なし 

○ 

○ 

案内、主な窓口は 1 階に配置 

アプローチスロープ 約２０ｍ 

（１／１０勾配） 

○ 

○ 

案内、主な窓口は 1 階に配置 

アプローチスロープ 約２０ｍ 

（１／２０勾配） 

○ 

○ 

案内はピロティ階、窓口は２階に配置 

ピロティ部は駐車場等として利用可

（一般車両 約４０台分） 

Ａ案との 

コスト比較 

（建築費） 

基準 

○ 

○ 

 

 

ａ案よりも費用減少 

ａ案からの経費変動要因 

  ・土木工事費↓ 

  ・杭工事費↑ 

  ・仮設費↓ 

○ 

○ 

 

 

 

ａ案とほぼ同額 

ａ案からの経費変動要因 

  ・土木工事費↓ 

  ・杭工事費↑ 

  ・仮設費↓ 

  ・防潮堤費↑ 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

ａ案よりも 費用増大 

ａ案からの経費変動要因 

  ・土木工事費↓ 

  ・杭工事費↑ 

  ・仮設費↓ 

  ・躯体費（ピロティ階）↑ 

  ・仕上費↑ 

  ・免震装置耐火費↑ 

  ・防潮堤費↑ 

備  考 ― ○ 
１階へのアプローチや周辺との関

係に工夫を要する 
○ 

周辺と現状と同程度の関係を

維持できる 

○ 

○ 

ピロティ階の用途が限定される 

窓口が建物２階部分となりサービスの

質確保に工夫を要する 

評  価 
津波により庁舎１階部分が 

被災する可能性あり 

× 

バリアフリーへの対応が問題 

○ 

コストやバリアフリーの面でも 

問題が少ない 

◎ 

コストや利便性が問題 

△ 
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２３ 地業工

法 

地 業 工

法 の 変

更 

可 直接基礎（柱状

地盤改良併用）と

していますが、直

接基礎からの変更

に係るものについ

ては、VE 提案もし

くは付属項目として

対話申込を行って

ください。 

 

 

 


